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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期

第１四半期連結
累計期間

第42期
第１四半期連結
累計期間

第41期
連結会計年度　

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 8,907 9,338 38,306

経常利益（百万円） 354 246 2,052

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円）
△40 52 1,082

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
108 △11 1,280

純資産額（百万円） 9,798 10,705 10,969

総資産額（百万円） 26,876 28,088 28,320

１株当たり四半期（当期）純利益

又は1株当たり四半期純損失（△）

（円）

△0.37 0.19 5.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 5.41

自己資本比率（％） 36.4 38.1 38.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
848 325 3,380

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△151 △552 △1,321

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△287 △573 △1,134

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
2,688 2,403 3,203

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。　

　　　　３．当第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．前第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　　　　５．四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。　

 　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　　　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 

　（1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気は依然として厳しい状況にあるものの、復興需要を背景とし

て、緩やかな回復傾向が見られました。一方で、欧州政府債務危機等による景気の下振れリスクが存在しており、先行き

不透明な状況が続くものと予想されます。

　当業界におきましても雇用情勢不安、個人所得の低迷から外食の節約意識は依然として高く、取巻く経営環境は厳し

い状況となっております。

　このような環境の中、当社グループは業績向上のために積極的な出店、業変、改装及び不採算店の閉鎖を実施し、今期

の増収増益ための基盤作りを行いました。

　

　各セグメントの概要は以下の通りです。

　

①レストラン事業

　レストラン事業につきましては、新店２店舗（「にぎりの徳兵衛」１店舗、「カルビ大将」１店舗）をオープンし、業

態変更を４店舗（「海鮮アトムボーイ」から「にぎりの徳兵衛」へ１店舗、「カルビ大将」から「ステーキ宮」へ１

店舗、「えちぜん」から「ステーキ宮」へ２店舗）、改装を４店舗（「ステーキ宮」２店舗、「カルビ大将」２店舗）

行い、不採算店３店舗（「ステーキ宮」１店舗、「味のがんこ炎」１店舗、「海鮮アトムボーイ」１店舗）の閉鎖を行

い、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は226店舗となりました。

　以上の結果、レストラン事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は55億82百万円（前年同四半期比0.0％増）、セグ

メント利益は２億３百万円（前年同四半期比33.4％減）となりました。

　

②居酒屋事業

　居酒屋事業につきましては、新店２店舗（「いろはにほへと」１店舗、「寧々家」１店舗）をオープンし、業態

変更を４店舗（「暖」から「寧々家」へ４店舗）、改装を１店舗（「暖や」１店舗）行い、不採算店１店舗（「北海

道」）の閉鎖を行い、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は107店舗となりました。

　以上の結果、居酒屋事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は28億21百万円（前年同四半期比14.0％増）、セグメ

ント利益は２億29百万円（前年同四半期比11.9％減）となりました。

　

③その他事業

　その他の事業につきましては、業態変更をＦＣ店１店舗（「海鮮アトムボーイ」から「にぎりの徳兵衛」）行い、Ｆ

Ｃ店１店舗（「廻転アトムボーイ」）の閉鎖を行い、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は53店舗（直営店32店舗、

ＦＣ店21店舗）となりました。

　以上の結果、その他の事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は９億33百万円（前年同四半期比10.0％増）、セグ

メント利益は２億82百万円（前年同四半期比23.3％増）となりました。

　

　以上の結果、店舗数につきましては合計386店舗（直営店365店舗、ＦＣ店21店舗）、当第１四半期連結累計期間におけ

る売上高は93億38百万円（前年同四半期比4.8％増）、営業利益は２億26百万円（前年同四半期比5.3％減）、経常利益

２億46百万円（前年同四半期比30.6％減）、四半期純利益は52百万円（前年同四半期は四半期純損失40百万円）とな

りました。　 

　

EDINET提出書類

株式会社アトム(E03231)

四半期報告書

 3/28



　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は24億３百万円となり、

前連結会計年度末に比べ８億円減少いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動の結果得られた資金は３億25百万円（前年同四半期比61.6％減）となりました。

これは主に、減価償却費の計上（４億５百万円）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は５億52百万円（前年同四半期比264.7％増）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出（５億29百万円）、敷金及び保証金の差入による支出（88百万円）

及び敷金及び保証金の回収による収入（１億20百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は５億73百万円（前年同四半期比99.4％増）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出（８億43百万円）及び短期借入れによる収入（３億55百万円）による

ものであります。

　

　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題の状況に重要な変更はありません。

 

　（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 290,999,968

Ａ種優先株式

（第１回優先株式） 
9,000,000

Ｂ種優先株式 

（第２回優先株式、第３回優先株式、第４回優先株式）
32

計 300,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 168,469,955 168,469,955

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

単元株式数100株

第１回優先株式 9,000,000 9,000,000非上場 （注）１

第２回優先株式

　
7 7 非上場　 （注）２　

第３回優先株式

　
7 7 非上場　 （注）３　

第４回優先株式

　
18 18 非上場　 （注）４　

計 177,469,987 177,469,987 － －

（注）１.　第１回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

100株

（2）第１回優先配当金

(a)　第１回優先配当金の額

当社は、毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回優先株式を有する株主（以下「第１回優

先株主」という。）又は第１回優先株式の登録質権者（以下「第１回優先登録質権者」という。）に対し

て、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権

者」という。）に先立ち、第１回優先株式１株につき以下の算式に従い計算される金額（円位未満小数第１

位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）（以下「第１回優先配当金」という。）を支払う。ただ

し、当該営業年度において第１回優先中間配当金が支払われた場合、第１回優先配当金の支払いは、第１回

優先中間配当金を控除した額による。

第１回優先配当金＝ 200円× ２％

(b)　第１回優先中間配当金の額

中間配当を行う場合、当社は、第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対して、普通株主又は普通登録

質権者に先立ち、第１回優先株式１株につき第１回優先配当金の２分の１に相当する額を支払う。

(c)　累積条項

ある営業年度において、第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第１

回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「累積未

払第１回優先配当金」という。）については、第１回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録質権者に対

する利益配当金に先立って、これを第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に支払う。
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(d)　非参加条項

第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対しては、第１回優先配当金を超えて配当を行わない。

（3）残余財産の分配

(a)　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、第１回優先株主又は第１回優

先登録質権者に対し、第１回優先株式１株につき200円及び累積未払第１回優先配当金相当額を支払う。

(b）第１回優先株主又は第１回優先登録質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。

（4）買受け

(a)当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第１回優先株式のみを買い受けることができる。

(b)第１回優先株主は、当社が行う他の種類の株式に関する買受けについて、旧商法第210条第７項の請求をな

し得ず、第１回優先株主に関する請求権に係る同条第６項の招集通知の記載を要しない。

（5）議決権

第１回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）分割又は併合

当社は、定款の定めにより第１回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

（7）買取請求

(a)　第１回優先株主は、平成17年11月１日以降いつでも、第１回優先株式１株につき200円に買取りの効力発

生日現在における累積未払第１回優先配当金相当額及び日割未払第１回優先配当金相当額を加えた額を買

取価額として、旧商法の規定に従い第１回優先株式の全部又は一部の買取りを請求することができる。

(b)　日割未払第１回優先配当金相当額は、買取りがなされる営業年度に係る優先配当金について、１年を365

日とし、買取りを行う日の属する営業年度の初日から買取りの効力発生日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）とする。

(c)　買取請求は、買取りの効力発生日が属する営業年度の直前営業年度の末日現在における配当可能利益の

金額から、当該直前営業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決

定した金額及び買取りの効力発生日が属する営業年度において既に買取りが実行又は決定された価額の合

計額を控除した金額（以下「限度額」という。）を限度とし、限度額を超える場合は、抽選その他の方法に

より決定する。

（8）転換予約権

(a）転換を請求し得べき期間

転換を請求し得べき期間は、平成17年11月１日以降とする。

(b）転換の条件

優先株式は、１株につき下記(ア)及び(イ)に定める転換価額により、第１回優先株式を当社の普通株式に転

換することができる。

(ア）当初転換価額

転換価額は、当初200円とする。

(イ）転換価額の調整

(i）転換価額は、第１回優先株式の発行日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下の算

式（以下「転換価額調整式」という。）により調整される（以下、調整後の転換価額を「調整後転換価

額」という。）。調整後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

     

既発行普通株式数

 

＋

新規発行・処分普通

株式数
×
１株当たりの払込金

額・処分価額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数

① 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有

する当社普通株式を移転（以下、かかる発行又は移転を合せて「交付」という。）（株式の分

割、転換予約権付株式の転換又は新株予約権の行使による場合を除く。）する場合。調整後転換

価額は、払込期日の翌日以降又は募集のための株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降

これを適用する。
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② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。

③ 時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される又は転換することができる株式を交付

する場合。

調整後転換価額は、その株式の発行日若しくは受渡日に又は募集のための株主割当日がある場

合はその日の終わりに、交付される株式の全額が転換され、当社の普通株式が新たに交付された

ものとみなし、その交付日の翌日以降又はその割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該

交付される株式の転換価額がその発行日若しくは受渡日又は割当日において確定しない場合、

調整後転換価額は、転換され得る最初の日の前日に発行され、かつ、証券の全額が転換されたも

のとみなし、当該最初の日以降これを適用する。

④ 新株予約権の行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額（旧商法第341条ノ15第４

項又は第280条ノ20第４項に規定される。以下同じ。）が時価を下回ることとなる新株予約権又

は新株予約権付社債を交付する場合。

調整後転換価額は、その証券の交付日に又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終

わりに、新株予約権の全部が行使され、当社の普通株式が交付されたものとみなし、その交付日

の翌日以降又は割当日の翌日以降これを適用する。ただし、当該交付される証券の新株予約権の

行使に際して払込みをなすべき１株当たりの価額がその交付日又は割当日において確定しない

場合、調整後転換価額は、新株予約権が行使され得る最初の日の前日に交付され、かつ、全ての新

株予約権が行使されたものとみなし、当該最初の日以降これを適用する。

(ii）本第(b)項において、「時価」とは、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(iii）上記(i)の各項目に掲げる場合のほか、次の各号に該当する場合、転換価額は、取締役会が適当と判

断する価額に調整される。

① 合併、新設分割、吸収分割、資本金若しくは資本準備金の減少、自己株式の取得又は普通株式の併

合により、転換価額の調整を必要とする場合。

② 第①号のほか、当社の株式数の変更又は変更の可能性を生ぜしめる事由の発生により、転換価額

の調整を必要とする場合。

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の

算出に関して使用すべき時価が、他方の事由によって影響されているとみなされる場合。

(iv）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどま

るときは、転換価額の調整を行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価

額を算出する場合、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差

し引いた額を使用する。

(v）転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有効な

転換価額とする。

(vi）転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当がある場合はその日又は株主割当がない

場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の普通株式の発行済株式数から、当

該日において当社が有する当社の普通株式数を控除した数とする。

(vii）転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下をいう。

① 上記(i)①の時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合、当該払込金額（金銭以外

の財産による払込みの場合にはその適正な評価額とする。）

② 上記(i)②の株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

③ 上記(i)③の時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換することができる株式を交付す

る場合には、当該転換価額

④ 上記(i)④の新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回

ることとなる新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合には、当該１株当たりの発行価

額
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(c)　転換により発行すべき普通株式数

第１回優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

転換により交付す

べき普通株式数
＝

第１回優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額

転　換　価　額

交付すべき普通株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(d）転換の請求により交付する株式の内容

当社普通株式

(e）転換請求受付場所

株式会社アトム名古屋本社

(f）転換の効力の発生

転換の効力は、当社所定の転換請求書及び第１回優先株券が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該

転換請求受付場所に到着したときに発生する。

(g）転換後第１回目の配当

第１回優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換の請

求が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日までになされた

ときは10月１日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

 （9）会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　　　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めなし。

 （10）議決権を有しないこととしている理由

　　　 資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

　

（注）２． 第２回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

　　１株 

（2）第２回優先配当金の額

（a）　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第２回優先株式を有する株主（以下「第２回優先株主」とい

う。）又は第２回優先株式の登録株式質権者（以下「第２回優先登録株式質権者」という。）に対して、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、第２回優先株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第２回優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第２回優先中間配当金が支払われた場合、第２回優先配当金の

支払いは、第２回優先中間配当金を控除した額による。

優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

（b）　ある事業年度において、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、１株

につき第２回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配

当は、これを支払わない。

（c）　ある事業年度において、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

第２回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「累積未払第２回優先配当金」という。）については、第２回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録

株式質権者に対する配当金に先立って、これを第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に支払う。

（d）　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対しては、第２回優先配当金を超えて配当を行わな

い。

（3）第２回優先中間配当金の額

（a）　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行う場合、当社

は、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第２回優先株式１株につき第２回優先配当金の２分の１に相当する額（以下「第２回優先中間配当

金」という。）を支払う。

（b）　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１株につき第２回優先中間配当

金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
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（4）残余財産の分配

（a）　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第２回優先株主又は第

２回優先登録株式質権者に対して、累積未払第２回優先配当金相当額を支払う。

（b）　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第２回優先配当金相当額及び第

２回優先株式１株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

（5）議決権

第２回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）取得請求権（転換請求権）

（a）　第２回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第２回優先株式を取得することを請求

（以下「転換請求」という。）することができる。

（b）　転換請求と引換えに交付する財産の内容

　　　 当社普通株式

（c）　転換請求と引換えに交付する株式の数

第２回優先株式の転換請求と引換えに第２回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提

出した第２回優先株式の払込金額の総額

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第２回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　転換価額

　転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当

社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　転換請求可能期間

　　第２回優先株主が転換請求することができる期間は、平成21年10月１日からとする。

（f）　転換請求受付場所

　株式会社アトム 総務部 総務課

（g）　転換請求の効力の発生

　転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付

場所に到着したときに発生する。

（7）取得条項①（強制転換）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制転換日」という。）において、第２回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）す

ることができる。

（b）　強制転換と引換えに交付する財産の内容

　当社普通株式

（c）　強制転換と引換えに交付する株式の数

　第２回優先株式の強制取得と引換えに第２回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第２回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　強制転換価額

　強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　第２回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
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（8）取得条項②（強制償還）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制取得日」という。）において、第２回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）す

ることができる。

（b）　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還価額」という。）は、第２回優

先株式１株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第２回優先配当金相当額及び日割

未払第２回優先配当金相当額を加えた額とする。

（c）　日割未払第２回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第２回優先配当金について、

１年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（d）　第２回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（e）　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関す

る定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する

事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得金額を含む。）の合

計額を控除した金額を限度とする。

（9）種類株主総会

当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第２回優先株主による種類株主総会の決議

を要しない。

（a）　定款変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総

数の増加に関するものを除く。）

（b）　株式の併合又は分割

（c）　株式の株主割当て又は無償割当て

（d）　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

（10）譲渡制限

   第２回優先株式の譲渡又は取得については、第２回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けな

ければならない。

（11）優先順位

（a）　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第１回優先株式、第２回優先株式、第３回優先株式

及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（b）　当社の残余財産を分配するときは、第１回優先株式を第１順位とし、当社普通株式、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（12）議決権を有しないこととしている理由

　　　　 資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

（13）異なる数の単元株式数を定めている理由　

株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。

　

（注）３． 第３回優先株式の内容は、次のとおりであります

（1）単元株式数

 　１株 

（2）第３回優先配当金の額

（a）　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第３回優先株式を有する株主（以下「第３回優先株主」とい

う。）又は第３回優先株式の登録株式質権者（以下「第３回優先登録株式質権者」という。）に対して、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、第３回優先株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第３回優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第３回優先中間配当金が支払われた場合、第３回優先配当金の

支払いは、第３回優先中間配当金を控除した額による。

優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

（b）　ある事業年度において、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、１株

につき第３回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配

当は、これを支払わない。
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（c）　ある事業年度において、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

第３回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「累積未払第３回優先配当金」という。）については、第３回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録

株式質権者に対する配当金に先立って、これを第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に支払う。

（d）　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対しては、第３回優先配当金を超えて配当を行わな

い。

（3）第３回優先中間配当金の額

（a）　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行う場合、当社

は、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第３回優先株式１株につき第３回優先配当金の２分の１に相当する額（以下「第３回優先中間配当

金」という。）を支払う。

（b）　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１株につき第３回優先中間配当

金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

（4）残余財産の分配

（a）　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第３回優先株主又は第

３回優先登録株式質権者に対して、累積未払第３回優先配当金相当額を支払う。

（b）　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第３回優先配当金相当額及び第

３回優先株式１株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

（5）議決権

第３回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）取得請求権（転換請求権）

（a）　第３回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第３回優先株式を取得することを請求

（以下「転換請求」という。）することができる。

（b）　転換請求と引換えに交付する財産の内容

　　 当社普通株式

（c）　転換請求と引換えに交付する株式の数

第３回優先株式の転換請求と引換えに第３回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提

出した第３回優先株式の払込金額の総額

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第３回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

 

（d）　転換価額

　転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当

社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　転換請求可能期間

　　第３回優先株主が転換請求することができる期間は、平成22年10月１日からとする。

（f）　転換請求受付場所

　株式会社アトム 総務部 総務課

（g）　転換請求の効力の発生

　転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付

場所に到着したときに発生する。

（7）取得条項①（強制転換）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制転換日」という。）において、第３回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）す

ることができる。

（b）　強制転換と引換えに交付する財産の内容

　当社普通株式
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（c）　強制転換と引換えに交付する株式の数

　第３回優先株式の強制取得と引換えに第３回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第３回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　強制転換価額

　強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　第３回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（8）取得条項②（強制償還）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制取得日」という。）において、第３回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）す

ることができる。

（b）　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還価額」という。）は、第３回優

先株式１株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第３回優先配当金相当額及び日割

未払第３回優先配当金相当額を加えた額とする。

（c）　日割未払第３回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第３回優先配当金について、

１年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（d）　第３回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（e）　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関す

る定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する

事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得金額を含む。）の合

計額を控除した金額を限度とする。

（9）種類株主総会

当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第３回優先株主による種類株主総会の決議

を要しない。

（a）　定款変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総

数の増加に関するものを除く。）

（b）　株式の併合又は分割

（c）　株式の株主割当て又は無償割当て

（d）　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

（10）譲渡制限

 第３回優先株式の譲渡又は取得については、第３回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなけ

ればならない。

（11）優先順位

（a）　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第１回優先株式、第２回優先株式、第３回優先株式

及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（b）　当社の残余財産を分配するときは、第１回優先株式を第１順位とし、当社普通株式、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（12）議決権を有しないこととしている理由

　　　  資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

（13）異なる数の単元株式数を定めている理由　

株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
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（注）４． 第４回優先株式の内容は、次のとおりであります。

（1）単元株式数

　１株 

（2）第４回優先配当金の額

（a）　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第４回優先株式を有する株主（以下「第４回優先株主」とい

う。）又は第４回優先株式の登録株式質権者（以下「第４回優先登録株式質権者」という。）に対して、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、第４回優先株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第４回優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該事業年度において第４回優先中間配当金が支払われた場合、第４回優先配当金の

支払いは、第４回優先中間配当金を控除した額による。

優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

（b）　ある事業年度において、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、１株

につき第４回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配

当は、これを支払わない。

（c）　ある事業年度において、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

第４回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「累積未払第４回優先配当金」という。）については、第４回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録

株式質権者に対する配当金に先立って、これを第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に支払う。

（d）　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対しては、第４回優先配当金を超えて配当を行わな

い。

（3）第４回優先中間配当金の額

（a）　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行う場合、当社

は、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第４回優先株式１株につき第４回優先配当金の２分の１に相当する額（以下「第４回優先中間配当

金」という。）を支払う。

（b）　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１株につき第４回優先中間配当

金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

（4）残余財産の分配

（a）　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第４回優先株主又は第

４回優先登録株式質権者に対して、累積未払第４回優先配当金相当額を支払う。

（b）　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第４回優先配当金相当額及び第

４回優先株式１株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

（5）議決権

第４回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（6）取得請求権（転換請求権）

（a）　第４回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第４回優先株式を取得することを請求

（以下「転換請求」という。）することができる。

（b）　転換請求と引換えに交付する財産の内容

　　　 当社普通株式

（c）　転換請求と引換えに交付する株式の数

　第４回優先株式の転換請求と引換えに第４回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提

出した第４回優先株式の払込金額の総額

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第４回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額
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（d）　転換価額

　転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当

社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　転換請求可能期間

　　第４回優先株主が転換請求することができる期間は、平成23年10月１日からとする。

（f）　転換請求受付場所

　株式会社アトム 総務部 総務課

（g）　転換請求の効力の発生

　転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付

場所に到着したときに発生する。

（7）取得条項①（強制転換）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制転換日」という。）において、第４回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）す

ることができる。

（b）　強制転換と引換えに交付する財産の内容

　当社普通株式

（c）　強制転換と引換えに交付する株式の数

　第４回優先株式の強制取得と引換えに第４回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、

交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

 

交付する

株式数
＝
転換請求のために提出した第４回優先株式の払込金額の総額時価

転　換　価　額

（d）　強制転換価額

　強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

（e）　第４回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（8）取得条項②（強制償還）

（a）　当社は、本項に定める条件に従い、平成25年９月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定め

る日（以下「強制取得日」という。）において、第４回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）す

ることができる。

（b）　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還価額」という。）は、第４回優

先株式１株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第４回優先配当金相当額及び日割

未払第４回優先配当金相当額を加えた額とする。

（c）　日割未払第４回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第４回優先配当金について、

１年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの

実日数で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（d）　第４回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。

（e）　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関す

る定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する

事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得金額を含む。）の合

計額を控除した金額を限度とする。
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（9）種類株主総会

当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第４回優先株主による種類株主総会の決議

を要しない。

（a）　定款変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総

数の増加に関するものを除く。）

（b）　株式の併合又は分割

（c）　株式の株主割当て又は無償割当て

（d）　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

（10）譲渡制限

 第４回優先株式の譲渡又は取得については、第４回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなけ

ればならない。

（11）優先順位

（a）　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第１回優先株式、第２回優先株式、第３回優先株式

及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（b）　当社の残余財産を分配するときは、第１回優先株式を第１順位とし、当社普通株式、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。

（12）議決権を有しないこととしている理由

　　　　資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

（13）異なる数の単元株式数を定めている理由　

株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 177,469,987 － 2,973 － 300

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

　第１回優先株式　9,000,000

　第２回優先株式　　　　　7

　第３回優先株式　　　　　7

　第４回優先株式　　　　 18

－

優先株式の内容は、「１株

式等の状況」の「（1）株

式の総数等」の「②　発行

済株式」の注記に記載。

議決権制限株式（自己株式等）

　
－ － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）　

　普通株式　 　   　467,500
－ －

完全議決権株式（その他） 　普通株式　 　 167,927,000 1,679,270 －

単元未満株式 　普通株式  　  　　 75,455 － －

発行済株式総数  　 177,469,987 － －

総株主の議決権 － 1,679,270 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」欄は、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ　　　600

株及び50株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数

６個が含まれております。

　　　２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。

　　

②【自己株式等】

　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アトム
名古屋市中区

錦二丁目２番２号
467,500　　　　　 － 467,500 0.28

計 －　 467,500　　　　　 － 467,500 0.28

　（注）　「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」の計算には、優先株式9,000,032株は含まれておりませ　

ん。 

　　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平

成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,203 2,403

売掛金 375 378

たな卸資産 276 265

その他 1,325 1,665

流動資産合計 5,180 4,713

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,979 9,295

土地 3,886 3,886

その他（純額） 1,973 2,183

有形固定資産合計 14,840 15,365

無形固定資産 178 178

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,046 4,995

その他 3,273 3,030

貸倒引当金 △198 △193

投資その他の資産合計 8,121 7,832

固定資産合計 23,140 23,375

資産合計 28,320 28,088

負債の部

流動負債

買掛金 2,091 1,968

短期借入金 － 355

1年内返済予定の長期借入金 2,981 2,655

未払法人税等 192 70

引当金 268 369

その他 2,993 3,278

流動負債合計 8,526 8,698

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 2,200 2,200

長期借入金 3,529 3,311

引当金 10 8

資産除去債務 620 623

その他 2,464 2,542

固定負債合計 8,824 8,685

負債合計 17,351 17,383

EDINET提出書類

株式会社アトム(E03231)

四半期報告書

18/28



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 6,016 6,016

利益剰余金 2,210 2,010

自己株式 △187 △187

株主資本合計 11,012 10,813

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △40 △105

繰延ヘッジ損益 △2 △1

その他の包括利益累計額合計 △43 △107

純資産合計 10,969 10,705

負債純資産合計 28,320 28,088
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 8,907 9,338

売上原価 2,819 2,962

売上総利益 6,087 6,376

販売費及び一般管理費 5,848 6,150

営業利益 238 226

営業外収益

不動産賃貸収入 126 121

貸倒引当金戻入額 91 5

その他 55 42

営業外収益合計 273 168

営業外費用

支払利息 60 58

不動産賃貸原価 87 88

その他 9 1

営業外費用合計 157 148

経常利益 354 246

特別利益

固定資産売却益 5 －

受取補償金 － 48

受取保険金 3 －

特別利益合計 8 48

特別損失

固定資産除却損 77 174

減損損失 55 －

投資有価証券評価損 200 0

その他 34 0

特別損失合計 368 175

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5 119

法人税、住民税及び事業税 35 51

法人税等調整額 0 15

法人税等合計 35 67

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△40 52

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40 52
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△40 52

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 146 △65

繰延ヘッジ損益 2 1

その他の包括利益合計 149 △64

四半期包括利益 108 △11

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 108 △11

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△5 119

減価償却費 468 405

販売促進引当金の増減額（△は減少） 88 89

災害損失引当金の増減額（△は減少） △105 －

支払利息 60 58

固定資産除却損 77 174

減損損失 55 －

投資有価証券評価損益（△は益） 200 0

売上債権の増減額（△は増加） 11 △3

たな卸資産の増減額（△は増加） △20 10

仕入債務の増減額（△は減少） 57 △122

その他 130 △220

小計 1,019 512

利息及び配当金の受取額 8 11

利息の支払額 △55 △53

法人税等の支払額 △124 △144

営業活動によるキャッシュ・フロー 848 325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △248 △529

敷金及び保証金の差入による支出 △47 △88

敷金及び保証金の回収による収入 161 120

その他 △17 △55

投資活動によるキャッシュ・フロー △151 △552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 648 355

短期借入金の返済による支出 △200 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △81 △141

長期借入れによる収入 200 300

長期借入金の返済による支出 △770 △843

配当金の支払額 △84 △243

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △287 △573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409 △800

現金及び現金同等物の期首残高 2,279 3,203

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,688

※1
 2,403
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ２百万円増加しております。  

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定は一致

しております。
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月27日

　

取締役会

　

第１回優先株式

　
36 4平成23年３月31日　平成23年６月14日　利益剰余金

第２回優先株式 10 1,500,000平成23年３月31日　平成23年６月14日利益剰余金

第３回優先株式

　
10 1,500,000

平成23年３月31日　

　
平成23年６月14日利益剰余金

第４回優先株式 27 1,500,000平成23年３月31日　平成23年６月14日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年４月27日

取締役会

普通株式 168 利益剰余金 1平成24年３月31日平成24年６月15日

第１回優先株式 36 利益剰余金 4平成24年３月31日平成24年６月15日

第２回優先株式 10 利益剰余金 1,500,000平成24年３月31日平成24年６月15日

第３回優先株式 10 利益剰余金 1,500,000平成24年３月31日平成24年６月15日

第４回優先株式 27 利益剰余金 1,500,000平成24年３月31日平成24年６月15日

 　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　

　 レストラン　 居酒屋
その他

（注）１　

調整額

（注）２　

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３　

売上高　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 5,581 2,476 849 ―　 8,907

セグメント間の内部

売上高又は振替高　
―　 ―　 137 △137 ―　

計 5,581 2,476 986 △137 8,907

セグメント利益 305 260 228 △556 238

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、時遊館、ＷＩＬ

Ｌ　ＢＥ等のカラオケ、インターネットカフェ及び宮のたれ製造・販売等を含んでおります。　

（注）２．セグメント利益の調整額△556百万円には、セグメント間取引消去３百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△560百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

（注）３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　

　 レストラン　 居酒屋
その他

（注）１　

調整額

（注）２　

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３　

売上高　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 5,582 2,821 933 ―　 9,338

セグメント間の内部

売上高又は振替高　
―　 ―　 152 △152 ―　

計 5,582 2,821 1,085 △152 9,338

セグメント利益 203 229 282 △489 226

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、時遊館、ＷＩＬ

Ｌ　ＢＥ等のカラオケ、インターネットカフェ及び宮のたれ製造・販売等を含んでおります。　

（注）２．セグメント利益の調整額△489百万円には、セグメント間取引消去２百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△492百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

（注）３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）
△0円37銭 0円19銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（百万円）
△40 52

普通株主に帰属しない金額（百万円） 21 21

（うち優先株式配当金）　 (21) (21)

普通株式に係る四半期純利益金額又は四

半期純損失金額（△）（百万円）
△61 31

普通株式の期中平均株式数（千株） 168,002 168,002

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概要　

第２回転換社債型新株予約権付社債

（券面総額500百万円）は、平成22年

７月14日付で償還しております。

―――――

   （注）　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調

整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成24年４月27日開催の取締役会において、平成24年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとお

り剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　

普通株式

①　配当金の総額　　　                        　 　　　168百万円

②　１株当たりの金額                        　　          1.00円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成24年６月15日

　

第１回優先株式

①　配当金の総額　　                                 　 36百万円

②　１株当たりの金額　                                    4.00円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成24年６月15日

　

第２回優先株式

①　配当金の総額　                                 　　 10百万円

②　１株当たりの金額　                   　          1,500,000円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成24年６月15日

　

第３回優先株式

①　配当金の総額　　　                                  10百万円

②　１株当たりの金額　                   　          1,500,000円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成24年６月15日

　

第４回優先株式

①　配当金の総額　　                                 　 27百万円

②　１株当たりの金額　                   　          1,500,000円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成24年６月15日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月13日

株式会社アトム

取締役会　御中

　有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山下　和俊　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河合　宏幸　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アトムの

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任　

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。　

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アトム及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。　

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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